
お問合せ先について 

部所名 取扱業務 業務区域 

建築住宅部 〇建築確認・検査業務・仮使用認定業務 

〇住宅性能評価業務※ 

〇長期使用構造等確認業務 

〇適合証明業務(フラット 35) 

〇住宅性能証明業務※ 

〇低炭素建築物新築等計画技術的審査業務 

〇建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 

〇BELS 評価業務※ 

〇建築物省エネ法第 30 条に係る技術的審査業務※ 

 

長野市、須坂市、中野市、

飯山市、千曲市、上高井

郡、下高井郡、上水内郡、

下水内郡 

 

※の業務は長野県全域 

松本事務所 〇建築確認・検査業務・仮使用認定業務 

〇長期使用構造等確認業務 

〇適合証明業務(フラット 35) 

〇低炭素建築物新築等計画技術的審査業務 

〇建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 

松本市、岡谷市、飯田市、

諏訪市、伊那市、駒ヶ根

市、大町市、茅野市、塩尻

市、安曇野市、諏訪郡、上

伊那郡、下伊那郡、木曽

郡、東筑摩郡、北安曇郡 

上田事務所 〇建築確認・検査業務・仮使用認定業務 

〇長期使用構造等確認業務 

〇適合証明業務(フラット 35) 

〇低炭素建築物新築等計画技術的審査業務 

〇建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 

上田市、小諸市、佐久市、 

東御市、南佐久郡、北佐

久郡、小県郡、埴科郡 

適合判定室 〇構造計算適合性判定業務 長野県全域 

総務部 〇住宅瑕疵担保責任保険 

〇定期報告受付業務・定期報告支援業務 

〇その他 

 

 

 

 

 

 

 

 


